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（目的） 
第１条 この要綱は、一般社団法人埼玉県トラック協会（以下「協会」という。）

が、業界の人手不足に対応し、人材確保に関する支援事業を実施する協会
各支部（以下「各支部」とする。）に対して、その経費の一部を助成し、
もって業界における人材確保対策の促進を図ることを目的とする。 

 
（助成対象） 
第２条 助成金の交付対象となる事業は、各支部が実施する以下に掲げる人材

確保に関する支援事業とする。 
   （１）業界説明会の実施（ハローワーク等との共催含む） 
   （２）人材確保に係るセミナー等の実施 
   （３）その他人材確保に関する支援事業（協会が認めるもの） 
 
（助成対象経費） 
第３条 助成の対象とする経費は、前条に掲げる支援事業の実施に伴う経費と

し、以下を対象とする。ただし、協会及び各支部の役職員の人件費及び交
通費、飲食に係わる経費は除外する。 

   （１）会場費 （２）印刷費 （３）講師等謝金・交通費 
   （４）車両借上げ料 等 
 
（助成額） 
第４条 助成額は、一支部５０，０００円を上限に交付する。 
    なお、第２条各号で掲げる事業を複数の支部が共同で実施するときは、

これに参加する各支部の数を乗じた金額を限度として、複数の支部を代
表する一つの支部に交付する。 

 
 



（助成対象期間） 
第５条 令和７年４月１日～令和８年２月２８日までに事業及び支払いが終了

するものとする。 
 
（助成金の申請） 
第６条 助成金の交付を受けようとする各支部は、事業及び支払い完了後に、下

記により令和８年３月６日までに協会に申請しなければならない。 
（１）１支部で実施した場合 

「様式１」に所要の書類を添付し、協会に申請しなければならない。 
   （２）複数の支部で共同実施した場合 

「様式２」に所要の書類を添付し、協会に申請しなければならない。 
 
 
（助成金の交付） 
第７条 協会は、前条による報告を受けたときは、その内容を審査し、助成金の

額を確定し、各支部に助成金を交付する。 
 
（報告の義務等） 
第８条 当該事業の実施に関し、協会が必要と認めた場合には各支部に対し報

告等を求めることができる。 
 
（その他） 
第９条 この要綱に定めのあるものの他、その運用に関して必要がある場合に

は協会が別にこれを定める。 
 
 
 
（附則） 本要綱は令和７年４月１日より適用する。 


